
臨時選挙管理委員会議事録 

 

 下記のとおり臨時選挙管理委員会を開催したので、議事の要旨について記録する。 

１．日 時  令和５年４月23日（日）、11時 ～ 12時 

２．場 所  半田市役所 3階 会議室３０４ 

３．出席者  （委員⾧）尾前宣男、（委員）前田早苗、服部裕子、成田吉毅 

       （事務局）坂元総務部⾧、山本書記⾧、石島書記、木原書記 

４．議 題  (1)令和5年4月9日開催の臨時選挙管理委員会議事録について 

(2)専決した告示について 

(3)半田市議会議員一般選挙の当日有権者数について 

・投票の状況について 

 (4)その他 

・候補者等について 

・投票所の巡視について 他 

 

【議事】 

委員⾧ 委員会の開催宣言。 

議題(1)「令和5年4月9日開催の臨時選挙管理委員会議事録」につい

て、事務局に説明を求めた。 

事務局 「令和5年4月9日開催の臨時選挙管理委員会議事録」について説明し
た。 

委員⾧ 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員 修正箇所なし。 

委員⾧ 事務局作成の議事録について、最終文案はあらためて各委員に配布さ

れ、次回承認を求めることを確認した。 

議題(2)「専決した告示」について、事務局に説明を求めた。 

事務局 「専決した告示について」、 

・ポスター掲示場設置場所（告示第1号） 

・投票所内氏名掲示の順を定めるくじ（告示第2号） 

・選挙公報の掲載の順序を定めるくじ（告示第３号） 

・選挙期日の告示（告示第４号） 

・投票管理者（職務代理者）、期日前投票管理者（同）選任（告示

第5号） 

・選挙⾧（職務代理者）の選任（告示第6号） 

・選挙会を開く日時及び場所の告示（告示第7号） 

・開票の事務を選挙会場の選挙事務にあわせることの告示（告示第8号） 

・投票所及び期日前投票所の場所（告示第9号） 

・選挙運動に関する支出の最高限度額を定める告示（第10号） 

・選挙人名簿登録時における請求に必要な人数を定める告示（第11号） 



以上の告示について、4月11日（告示日前）と4月16日（告示日）にそ

れぞれ専決した告示を行ったむね説明し、承認を求めた。 

あわせて選挙⾧告示として、 

・選挙⾧の事務を処理する場所の告示（選挙⾧告示第１号） 

・選挙立会人を定めるくじを行う場所、日時の告示（選挙⾧告示第２号） 

・候補者届出の告示（選挙⾧告示第３号） 

を行った点を報告した。 

ポスター掲示板に関連して、告示日（16日）に候補者が届出順と異な

る区画に張り間違える事案があったこと、設置業者が許可をいただいた民家

の隣の家の擁壁に間違えて掲示板を設置した事案があったこと、立候補者に

配布した地図資料の記載に一部誤りがあり、告示日に至急訂正連絡をした

ことを報告する。 

また、選挙公報では、豊橋市でＱＲコードの掲載漏れから、追加経費の

発生等の問題が生じた新聞記事を紹介した。 

くわえて、選挙⾧職務代理者が通例では総務部⾧のところ、今回は前田

委員を指定したことを報告した。 

また、県議選とは異なり、市議選は選挙運動費用の限度額を市選管が定

めるため、その金額を告示したことを報告した。 

委員⾧ 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員 選挙公報の問題事案の報道の件で、半田市では選挙公報の発行の流

れについてどうか、確認で伺いたい。 

事務局 候補者から原稿の提出を受けてから、印刷業者に渡すまでの調整は、事

前調整を含めて、最速の手順で進めており、告示日翌日朝には納品いただ

き、すぐに配布委託業者に手渡し、一刻も早く有権者の手元に届くようにスケ

ジューリングはしている。スピーディーに事務を進める中で、いかに印刷物の納

品確認等をしっかりと行うか、慌ただしく選挙事務を進める中では、想像以上

に難しい課題とはいえるが、他市でおきてしまったことが半田市でおきないよう、

今後の選挙の注意点として留意したいと思う。 

委員 他に質問、意見等なし 

委員⾧ 意見などはないため、議題（2）について事務局の説明のとおり承認する

ことを決定した。 

次に、「議題（3）半田市議会議員一般選挙の当日有権者数につい

て」、事務局に説明を求めた。 

事務局 「議題（3）半田市議会議員一般選挙の当日有権者数について」、各

投票区別、男女別の当日の有権者数について説明した。 

市議選は、２週間前の県議選と異なり、半田市から転出した時点で、県

内の移動であっても投票はできないので、県議選のように当日有権者数が変

動することがないことを補足説明した。 



当日有権者数の説明にあわせて、選挙人名簿登録者数及び報告事項

に掲げた期日前投票者数や、投票日当日の１０時３０分時点の投票者

数について説明した。 

また、期日前投票の状況や前回、前々回の市議選の投票率等について

情報提供した。 

委員⾧ 事務局の説明について、質問、意見等がないか確認した。 

委員 質問、意見等なし 

委員⾧ 意見などはないため、議題（3）について事務局の説明のとおり承認する

ことを決定した。 

その後、報告事項について、事務局に説明を求めた。 

事務局 市議選の候補者について、選挙⾧告示にまとめた立候補者情報の一

覧、選挙公報で説明。 

候補者数２４人で定数２２のため、２人落選する点、男女比や年齢

構成、開票時の按分パターンが５種類あることを紹介、説明した。 

このほかに、本日（23 日）の午後、４名の委員に二手に分かれて投票

所の巡視に出向いていただく段取りについて確認した。 

委員 その他に質問、意見等なし 

委員⾧ 次回以降の日程等について、事務局に調整を促した。 

事務局 次回は既に日程調整済で、次々回の日程について調整をはかって、候補

日を決めた。 

また、定例選挙管理委員会以外に、市議選直後の当選証書付与式（4

月25日）、愛知県各市選挙管理委員会連合会（５月８日、委員⾧出

席）、全国選挙管理委員会連合会東海支部総会（５月11日～12日、

成田委員出席）の予定を確認した。 

委員⾧ 次回及び次々回の定例選挙管理委員会について、 

次回の委員会については、令和５年5月31日（水）午前9時30分か

ら、会議室304で開催すること 

次々回の委員会については、令和5年８月22日（火）午前9時30分

から、入札事務室（３階）で開催すること、 

について確認した。 

委員会の閉会宣言 

上記議事録に相違ないことを確認しました。 

  令和５年  月  日 

 

             委員⾧                    

 

             委 員                    


